
(1) 

問 1 の解答は 1 枚目から 3 枚目に、 
問 2 の解答は 4 枚目から 6 枚目の 
所定の箇所に記入しなさい。 

問 1 ⑴ 

相続税法に規定されている適用要件及び適用手続 

① 適用要件➎

贈与により財産を取得した者が贈与者の推定相続人（その贈与者の直系卑属である者の 

うちその年１月１日において20歳以上であるものに限る。）であり、かつ、その贈与者が 

同日において60歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者は、その贈与 

に係る財産について、相続時精算課税の規定の適用を受けることができる。 

② 適用手続

イ 相続時精算課税選択届出書の提出➌

①の適用を受けようとする者は、贈与税の期限内申告書の提出期間内に①の贈与者から 

の贈与により取得した財産について相続時精算課税選択届出書を納税地の所轄税務署長 

に提出しなければならない。 

ロ 相続時精算課税の選択に係る承継手続き➍

贈与により財産を取得した者（以下「被相続人」という。）が相続時精算課税の適用を 

受けることができる場合に、その被相続人が相続時精算課税選択届出書の提出期限前に 

その届出書を提出しないで死亡したときは、その被相続人の相続人（包括受遺者を含み、 

贈与者を除く。以下同じ。）は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10月 

以内（相続人が納税管理人の届出をしないでその期間内に法施行地に住所及び居所を有し 

ないこととなるときは、その住所及び居所を有しないこととなる日まで）に、その届出書 

をその被相続人の納税地の所轄税務署長に共同して提出することができる。 



(2) 

問 1 ⑵ 

租税特別措置法における各種の特例措置 

① 相続時精算課税適用者の特例

イ 孫への贈与➍

贈与により財産を取得した者が贈与者の孫（その年１月１日において 20歳以上である 

ものに限る。）であり、かつ、その贈与者が同日において60歳以上の者である場合には、 

その贈与により財産を取得した者については、相続時精算課税の規定を準用する。 

ロ 事業承継者への贈与➑

贈与により個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除の規定の適用に係 

る特例受贈事業用資産を取得した特例事業受贈者又は非上場株式等についての贈与税の 

納税猶予及び免除の特例の規定の適用に係る特例対象受贈非上場株式等を取得した特例 

経営承継受贈者が贈与者又は特例贈与者の直系卑属である推定相続人以外の者（その 

贈与者又はその特例贈与者の孫を除き、その年１月１日において20歳以上である者に限 

る。）であり、かつ、その贈与者又はその特例贈与者が同日において60歳以上の者である 

場合には、その贈与によりその特例受贈事業用資産を取得した特例事業受贈者又はその 

特例対象受贈非上場株式等を取得した特例経営承継受贈者については、相続時精算課税 

の規定を準用する。 

② 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例➏

平成15年１月１日から令和３年12月31日までの間にその年１月１日において60歳未満の 

者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、贈与により住宅取得等資金 

の取得をした日の属する年の翌年３月15日までにその住宅取得等資金の全額を住宅用家屋 

の新築、取得若しくは増改築等又はこれらとともにするその敷地の用に供されている土地 

若しくは土地の上に存する権利の取得のための対価に充てた場合において、同日までに 

その住宅用家屋をその特定受贈者の居住の用に供したとき又は同日後遅滞なく居住の用に 

供することが確実であると見込まれるとき(これらの住宅用家屋の新築又は取得に係る契約 

を令和３年12月31日までに締結している場合に限る。)は、その特定受贈者については、 

相続時精算課税の規定を準用する。 



(3) 

問 1 ⑵（続き） 



(4) 

問 2 

⑴ 特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例（措置法）

① 内 容➓

特定非常災害発生日前に相続又は遺贈（その相続に係る被相続人からの相続時精算課税 

贈与を含む。以下同じ。）により財産を取得した者があり、かつ、その相続又は遺贈に係る 

相続税の期限内申告書の提出期限がその特定非常災害発生日以後である場合において、 

その者がその相続若しくは遺贈により取得した財産又は贈与により取得した財産（その特定 

非常災害発生日の属する年の１月１日からその特定非常災害発生日の前日までの間に取得 

したもので、生前贈与加算又は相続時精算課税の規定の適用を受けるものに限る。）でその 

特定非常災害発生日において所有していたもののうちに、その特定非常災害により特定地域 

内にある特定土地等又は特定株式等があるときは、その特定土地等又は特定株式等について 

は、相続税の課税価格に算入すべき価額は、財産の評価の原則にかかわらず、その特定非常 

災害の発生直後の価額として一定の金額とすることができる。 

② 手 続➋

①の規定は、相続税の期限内申告書（期限後申告書及び修正申告書を含む。）又は更正の

請求書にこの規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合に限り、適用する。ただし、 

その記載がなかったことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認めるときは、 

この限りでない。 

⑵ 災害減免法

① 内 容➏

相続税の納税義務者で災害により相続又は遺贈により取得した財産について相続税の 

期限内申告書の提出期限前に甚大な被害を受けた場合において、次のイ又はロの要件の 

いずれかに該当するものの納付すべき相続税については、その財産の価額は、被害を受けた 

部分の価額を控除した金額により、これを計算する。 

イ 
被害を受けた部分の価額

相続税の課税価格の計算の基礎となった財産の価額
 ≧ 

１

10

ロ 
動産等について被害を受けた部分の価額

相続税の課税価格の計算の基礎となった動産等の価額
 ≧ 

１

10

② 手 続➋

①の適用を受けようとする者は、相続税の期限内申告書（正当な事由があると認められる 



(5) 

問 2（続き） 

者がこれらの申告書の提出期限後に提出した申告書を含む。）に、一定の事項を記載しなけ 

ればならない。 



(6) 

問 2（続き） 



Ｚ－69－Ｅ 〔第二問〕 相続税法 解答速報 

 (1) 

１ 各相続人等の相続税の課税価格の計算 

⑴ 相続又は遺贈により取得した個々の財産(次の⑵及び⑶に該当するものを除く｡)の価額の計算

(単位：円) 

財 産 の 種 類 取 得 者 
課税価格に算入 
される金額 

計 算 過 程 

宅地Ｈ 配偶者乙 ➋78,848,000 350,000×1.00×※0.88×256㎡＝78,848,000 

  ※ 
64㎡

256㎡
＝0.25≧0.20、北 ∴ 0.88 

家屋Ｉ 配偶者乙 ➊24,000,000 48,000,000×1.0×
１

２
＝24,000,000 

宅地Ｊ 子 Ａ 213,269,760 850,000×0.96×※0.99×330㎡＝266,587,200➊ 

  ※ 
33ｍ

10ｍ
＝3.3≧３ ∴ 0.99 

266,587,200×
80

100
➊＝213,269,760

家屋Ｋ 子 Ａ ➊15,400,000 22,000,000×1.0×(１－0.3)＝15,400,000 



(2) 

⑴ 相続又は遺贈により取得した個々の財産(次の⑵及び⑶に該当するものを除く｡)の価額の計算（続き） 

(単位：円) 

財 産 の 種 類 取 得 者 
課税価格に算入 
される金額 

計 算 過 程 

宅地Ｌ 子 Ａ ➊41,125,946 (180,000×1.00＋160,000×1.00×0.03)×288㎡＝53,222,400 

53,222,400－53,222,400×
18ｍ×0.5ｍ

288㎡
×0.7＝52,058,160➊ 

52,058,160×(１－0.7×0.3)＝41,125,946(円未満切捨) 

宅地Ｍ 養 子 Ｅ ➋10,240,000 660,000×12＋2,900,000×
80

100
＝10,240,000 

Ｏ社社債 孫 Ｇ ➊10,179,000 100.20＋100×2.5％×
292日

365日
×(１－20.315％) 

＝101.79(銭未満切捨) 

101.79×
10,000,000

100
＝10,179,000 

Ｐ受益証券 子 Ｃ ➋7,591,700 15,800×
5,000,000口

10,000口
－197,600－95×

5,000,000口

10,000口

－15,800×0.8％×
5,000,000口

10,000口
＝7,591,700 

Ｑゴルフ会員権 養 子 Ｄ ➋7,949,000 5,000,000＋3,000,000×0.983＝7,949,000 



(3) 

⑴ 相続又は遺贈により取得した個々の財産(次の⑵及び⑶に該当するものを除く｡)の価額の計算（続き） 

(単位：円) 

財 産 の 種 類 取 得 者 
課税価格に算入 
される金額 

計 算 過 程 

Ｒ銀行 

定期預金 

孫 Ｆ ➊26,008,288 26,000,000＋※8,288＝26,008,288 

※① 26,000,000×0.10％×
146日

365日
＝10,400 

② 10,400×20.315％＝2,112(円未満切捨)

③ ①－②＝8,288

⑵ 相続又は遺贈により取得した個々の財産(取引相場のないＮ社株式)の価額の計算

イ 評価方法の判定

乙200個＋Ａ500個＋Ｄ50個

1,000個
＝75％＞50％ ∴ 同族株主等 

乙 
200個

1,000個
＝20％≧５％ 

Ａ 
500個

1,000個
＝50％≧５％   ∴ 原則的評価方式➊ 

Ｄ 
50個

1,000個
＝５％≧５％ 



(4) 

ロ １株当たりの純資産価額の計算 (単位：円) 

計 算 過 程 

① (812,054,000＋※53,317,000)－(340,800,000＋26,000,000➊)＝498,571,000

※ 266,587,200×
20

100
➊＝53,317,000(千円未満切捨)

② 584,600,000－(340,800,000＋26,000,000)＝217,800,000

③ (①－②)×37％＝103,885,000(千円未満切捨)

④ 
①－③

100,000株
＝3,946➊(円未満切捨) 

ハ １株当たりの価額の計算 (単位：円) 

財 産 の 種 類 取 得 者 
課税価格に算入 
される金額 

計 算 過 程 

Ｎ社株式 配偶者乙 63,580,000 ① 類似業種比準価額

子 Ａ 15,895,000 
80,000,000

100,000株
＝800、

80,000,000

50
＝1,600,000株 

養 子 Ｄ 15,895,000 Ａ 342、348、344、358、349 ∴ 342 

Ⓑ 
(2,100,000＋3,200,000)÷2

1,600,000株
＝1.6(10銭未満切捨) 

Ⓒイ
88,700,000

1,600,000株
＝55(円未満切捨) 

ロ 
(88,700,000＋80,750,000)÷2

1,600,000株
＝52(円未満切捨) 

ハ イ＞ロ ∴ 52

Ⓓ 
435,000,000

1,600,000株
＝271(円未満切捨) 

342×





1.6

3.7
＋
52

80
＋
271

191

3
×0.7＝198.7➋(10銭未満切捨) 

198.7×
800

50
➊＝3,179(円未満切捨)

② 純資産価額

3,946



(5) 

③ ①＜② ∴ 3,179➊

乙 3,179×20,000株＝63,580,000

  Ａ 3,179× 5,000株＝15,895,000 

  Ｄ 3,179× 5,000株＝15,895,000 

⑶ 相続又は遺贈によるみなし取得財産の価額の計算   (単位：円) 

財 産 の 種 類 取 得 者 
課税価格に算入 
される金額 

計 算 過 程 

生命保険金等 

Ｓ生命保険 配偶者乙 ➊10,000,000 30,000,000－※20,000,000＝10,000,000 

※ 措法70の非課税

Ｔ生命保険 養 子 Ｄ ➊20,000,000 40,000,000×50％＝20,000,000 



(6) 

Ｕ生命保険 子 Ｃ 30,000,000 

非課税金額 配偶者乙 △ 5,000,000 ① 5,000,000×６人＝30,000,000➊

養 子 Ｄ △ 10,000,000 ② 10,000,000＋20,000,000＋30,000,000＝60,000,000

子 Ｃ △ 15,000,000 ③ ①＜② ∴ 30,000,000

乙
10,000,000

60,000,000
＝5,000,000 

Ｄ  30,000,000× 
20,000,000

60,000,000
＝10,000,000 

Ｃ
30,000,000

60,000,000
＝15,000,000 

（算式➊） 

退職手当金等 

Ｎ社死亡退職金 配偶者乙 ➊26,000,000 20,000,000＋12,000,000－※6,000,000＝26,000,000 

※ 12,000,000＞1,000,000×６月＝6,000,000

∴ 6,000,000 

非課税金額 配偶者乙 △ 26,000,000 ① 5,000,000×６人＝30,000,000

② 26,000,000

③ ①≧② ∴ 26,000,000

租税特別措置法第70条の規定により相続税の課税価格に算入しない金額 

財 産 の 種 類 適 用 者 相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない金額 

生命保険金等 配偶者乙 20,000,000 

生命保険金等 子 Ｃ 宗教法人への贈与は非課税の適用なし➊ 



(7) 

⑷ 小規模宅地等の特例の計算 (単位：円) 

計   算   過 程 

① 減額単価（特例対象宅地等及び減額割合➊）

宅地Ｈ 居（乙）  
78,848,000

256㎡
×80％＝246,400 → 第２順位

宅地Ｊ 同（Ａ） 
213,269,760

330㎡
×80％＝517,017.6 → 第１順位

宅地Ｌ 貸（Ａ）  
41,125,946

288㎡
×50％＝71,399.21… → 第３順位

② 有利選択（選択特例対象宅地等及び選択地積➊）

乙取得の特定居住用宅地等256㎡及びＡ取得の特定同族会社事業用宅地等330㎡を選択（完全併用） 

③ 減額金額

宅地Ｈ 246,400×256㎡＝63,078,400

宅地Ｊ 517,017.6×330 ㎡＝170,615,808

特 例 適 用 対 象 財 産 取 得 者 課税価格から減額される金額 

宅地Ｈ 配偶者乙 ➊63,078,400

宅地Ｊ 子 Ａ ➊170,615,808



(8) 

⑸ 課税価格から控除すべき債務及び葬式費用   (単位：円) 

債 務 及 び 
葬 式 費 用 

負 担 者 金 額 計 算 過 程 

債 務 子 Ａ ➊△ 2,720,000 800,000＋620,000＋1,300,000＝2,720,000 

葬式費用 配偶者乙 △ 5,500,000 5,000,000＋500,000＝5,500,000 

香典返しの費用、初七日法要の費用及び相続登記に要した 

登録免許税は控除できない➊ 

⑹ 課税価格に加算する贈与財産(暦年贈与財産)価額の計算 (単位：円) 

贈 与 年 分 受 贈 者 
加算される贈与 
財 産 価 額 

計 算 過 程 

平成29年 配偶者乙 ➊4,000,000 48,000,000×1.0×
１

２
＝24,000,000 

24,000,000－※20,000,000＝4,000,000 

※ 24,000,000≧20,000,000 ∴ 20,000,000

平成29年 養 子 Ｅ ➊8,000,000 15,000,000－※7,000,000＝8,000,000 

※ 15,000,000＞7,000,000 ∴ 7,000,000

⑺ 相続時精算課税に係る贈与財産価額の計算  (単位：円) 

贈 与 年 分 受 贈 者 
加算される贈与 
財 産 価 額 

計 算 過 程 

平成28年 子 Ｃ 35,000,000 

 ➊ 

平成29年 子 Ｃ 4,000,000 



(9) 

⑻ 各相続人等の課税価格の計算   (単位：円) 

相続人等 

区 分 
配偶者乙 子Ａ 子Ｃ 養子Ｄ 養子Ｅ 孫Ｆ 孫Ｇ 宗教法人Ａ 

相続又は遺贈による 
取得財産 

103,349,600 115,074,898 7,591,700 23,844,000 10,240,000 26,008,288 10,179,000 

み な し 取 得 財 産 5,000,000 15,000,000 10,000,000 

相続時精算課税の適 
用を受ける贈与財産 

39,000,000 

債務及び葬式費用 △ 5,500,000 △2,720,000

生 前 贈 与 加 算 

( 暦 年 課 税 分 ) 
4,000,000 8,000,000 

課 税 価 格 

(1,000円未満切捨て) 
106,849,000 112,354,000 61,591,000 33,844,000 18,240,000 26,008,000 10,179,000 

２ 納付すべき相続税額の計算 

⑴ 相続税の総額の計算

課税価格の合計額 遺産に係る基礎控除額 課税遺産額 

369,065 千円 
30,000＋6,000×６人 
＝66,000➊ 

千円   303,065 千円 

法 定 相 続 人 法 定 相 続 分 法定相続分に応ずる取得金額 相続税の基となる税額 

配 偶 者 乙
１

２
151,532     千円 43,612,800    円 

子 Ａ 
１

２
×

１

５
＝

１

10
30,306   4,061,200 

子 Ｃ 
１

２
×

１

５
＝

１

10
30,306   4,061,200 

養 子 Ｄ 
１

２
×

１

５
＝

１

10
30,306  4,061,200 

養 子 Ｅ 
１

２
×

１

５
＝

１

10
30,306  4,061,200 

孫 Ｆ

孫 Ｇ 
１

２
×

１

５
＝

１

10
30,306  4,061,200 

合 計 ６人 １ 
(100円未満切捨て) 

 63,918,800   円 

    （法定相続分➊、総額記載➊） 



(10) 

⑵ 各相続人等の納付すべき相続税額の計算  (単位：円) 

相続人等 

区 分 
配偶者乙 子Ａ 子Ｃ 養子Ｄ 養子Ｅ 孫Ｆ 孫Ｇ 宗教法人Ａ 

算 出 税 額 18,505,303 19,458,720 10,667,017 5,861,482 3,159,006 4,504,356 1,762,912 

加

算

又

は

減

算

相続税額の２割加算額 900,871 

贈 与 税 額 控 除 額 

(暦年課税分) 
△ 335,000 △ 1,170,000

配 偶 者 の 

税 額 軽 減 額 
△18,170,303

障 害 者 控 除 △ 7,000,000

贈 与 税 額 控 除 額 

(相続時精算課税分) 
△ 2,800,000

差 引 税 額 0 19,458,720 867,017 5,861,482 1,989,006 5,405,227 1,762,912 

納 付 税 額 

(100円未満切捨て) 
0 19,458,700 867,000 5,861,400 1,989,000 5,405,200 1,762,900 

  （納付税額記載➊） 

⑶ 相続税額の２割加算及び控除金額の計算 (単位：円) 

加算及び控除の 

項目 
対 象 者 金 額 計 算 過 程 

相続税額の 

２割加算 

孫 Ｆ 900,871 4,504,356×
20

100
＝900,871（対象者及び算式➊） 

贈与税額控除 

(暦年課税分) 

配偶者乙 △ 335,000 (24,000,000－20,000,000－1,100,000)×15％－100,000 

＝335,000➊ 

養 子 Ｅ △ 1,170,000 (8,000,000－1,100,000)×30％－900,000＝1,170,000➊ 



(11) 

⑶ 相続税額の２割加算及び控除金額の計算（続き） (単位：円) 

加算及び控除の 

項目 
対 象 者 金 額 計 算 過 程 

配偶者の税額 

軽減 

配偶者乙 △ 18,170,303 ⑴ 18,505,303－335,000＝18,170,303

⑵① 369,065,000×
１

２
＝184,532,500≧160,000,000 

∴ 184,532,500 

② 106,849,000

③ ①＞② ∴ 106,849,000

④ 
63,918,800×③

369,065,000
＝18,505,303 

⑶ ⑴≦⑵④ ∴ 18,170,303 （算式➋） 

障害者控除 子 Ｃ △ 7,000,000 200,000×(85歳－50歳)＝7,000,000➊ 

贈与税額控除 子 Ｃ △ 2,800,000 ① Ｈ28年

(相続時精算課税分) (35,000,000－※25,000,000)×20％＝2,000,000

※ 35,000,000＞25,000,000 ∴ 25,000,000

② Ｈ29年

4,000,000×20％＝800,000

③ ①＋②＝2,800,000➊

（注）解答は、弊社独自の見解に基づき作成するもので、主催者の解答を保証するものではありません。 

また、解答は予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。 



第69回 税理士試験 相続税法 講評 

第一問 

問１ 相続時精算課税をテーマとした個別理論と応用理論の出題でした。昨年同様、改正項目を 

    重視した出題が予想されていたこともあり、ネットスクール及び資格スクール大栄においては、 

直前のラストスパート模試第２予想で相続時精算課税の適用要件と手続きについての問題を 

出題していましたので、合格点をしっかりと確保できた受講生の方は多いと思います。 

解答上のポイントは、相続税法と租税特別措置法の特例措置を区分して記述できたかどうか、

Ｈ30年度及びＨ31年度の税制改正項目である事業承継者の特例が記述できているか、加えて 

住宅取得等資金の特例まで列挙できたかどうかの３点です。⑴の問における解答範囲について

は、「相続時精算課税の選択に係る承継手続き」まで記述できるとより良いと思われます。なお、

解答時間の目安は25分～30分程度です。 

問２ 災害に関連する税制上の救済措置をテーマとした出題でした。Ｈ28年の熊本地震を機に租税

特別措置法において「特定土地等及び特定株式等に係る課税価格の計算の特例」が新設された

こともあり、出題の可能性は十分あったと考えられます。ネットスクール及び資格スクール 

大栄においては、的中答練第６回で相続税の課税価格の計算に限定した全く同じ問題を出題し 

ていましたので、問２についても合格点に達している受講生の方は多いと思います。とはいえ、 

災害関連の理論については準備が万全とは言えない部分もあったかと思われますので、白紙に 

せず、内容を要約してでも記述できていれば合格に必要な最低点は確保できたのではないかと 

思われます。なお、解答時間の目安は20分～25分程度です。 

第二問 

全体的に難易度及びボリュームは標準的で、解きやすい総合計算問題でした。解答時間の目安

は75分程度で、最終納付税額まで求められているかどうかがポイントとなるでしょう。 

なお、差のつく項目がほとんどなかったと言えますが、あえて挙げますと以下のとおりです。 

財産評価 

（Ｎ株式以外） 

宅地Ｍ Ｐ受益証券 

評価算式の間違い 資料の読み違い 

Ｎ社株式 
資産の部 類似業種比準価額 

借地権相当額の計上ミス 電卓ミス、計算ミス 

その他 
債務控除 措置法70条の非課税 住宅取得等資金の非課税 

登録免許税の控除ミス 宗教法人への贈与に適用 非課税金額のミス 

合格ボーダーライン 

以下、合格ボーダーライン【確実ライン】の予想点です。 

第一問（理論 50 点） 第二問 

（計算 50 点） 
合 計 

問１／30 点 問２／20 点 

 25点【28点】 15点【18点】  40点【44点】 80点【90点】 
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